
別記様式（第４条関係）

随意契約結果一覧
給食管理課

件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

豊田小学校ほか4校給食用リ
フト保守点検業務

令和2年4月1日
菱電エレベータ施設㈱
名古屋支店

539,000 539,000

第167条の2第1項第2号
当該給食リフトは菱電エレベー
タ施設社製または主要部が同
社製であり、設備を熟知する
同社での保守管理が望ましい
ため。

無

東部中学校ほか3校　給食用
リフト保守点検業務

令和2年4月1日
菱電エレベータ施設㈱
名古屋支店

646,800 646,800

第167条の2第1項第2号
当該給食リフトは菱電エレベー
タ施設社製または主要部が同
社製であり、設備を熟知する
同社での保守管理が望ましい
ため。

無

第一小学校ほか23校　給食用
リフト保守点検業務

令和2年4月1日
菱電エレベータ施設㈱
名古屋支店

3,018,400 3,018,400

第167条の2第1項第2号
当該給食リフトは菱電エレベー
タ施設社製または主要部が同
社製であり、設備を熟知する
同社での保守管理が望ましい
ため。

無

自家用電気工作物の保安管
理業務委託契約書

令和2年4月1日
一般財団法人 中部電
気保安協会 松阪営業
所

776,952 776,952

令第167条の2第1項第2号
当該事業者は当施設設備を熟
知する電気保安業務の専門業
者である。当施設は高圧受電
をしており、電気事業法に定め
る電気主任技術者を専任する
必要があり、事故等の早期復
旧には法人での対応が必要と
なるため。

無

所属（課名）



松阪市学校給食センターベル
ランチ　エレベーター保守点検
業務

令和2年4月1日
フジテック㈱ 中部支社
名古屋支店

712,800 712,800

第167条の2第1項第2号
当該エレベーターはフジテック
社製であり、遠隔機器点検に
よる管理を行っており、同社に
よる保守管理が望ましいた
め。

無

学校給食用保存食保存業務 令和2年4月1日 松阪市学校給食会 1,966,536 1,966,536

第167条の2第1項第2号
学校保健法の学校給食衛生
管理基準で義務付けられてい
る保存食については、給食で
使用する原材料・調理済みの
給食を検体として2週間冷凍保
存しなければならないことと
なっている。
そのことは自治体の義務であ
るが、給食食材は保護者負担
で一括購入されているため、そ
れを返還する形で委託料を支
払う。

無

松阪市北部学校給食センター
整備事業 維持管理業務及び
運営業務モニタリング支援業
務

令和2年4月1日
株式会社　エイト日本
技術開発　三重支店 3,377,000 3,377,000

地方自治法施行令167条の2
第1項第6号
㈱エイト日本技術開発は、本
事業の発注支援業務の受託
実績があり、業務契約書や要
求水準書及び提案書類等の
内容について熟知しており、本
事業に対する市の意図を理解
しているため。

無


